
福岡市民間建築物吹付けアスベスト除去等対策事業補助金交付要綱 

助成制度の手続きと提出書類の概要 
 【提出書類】 

 

【実施期間】 ※契約は交付決定

・交付決定後 通知書受理後に

調査:３０日以内 お願いします。

除去等工事:９０日以内 

 

■ は福岡市から補助事業者（建築物所有者等）へ発行

アスベスト分析調査・除去等どちらも手続きの流れは同様に進められます。

【問い合わせ先】福岡市住宅都市局建築指導部建築指導課 
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●位置図、配置図、各階平面図等（該当箇所が分か

る図面）

●現況写真

●分析調査報告書（除去等のみ） 

事前相談 

完了実績報告書 

（必ず３月末までに提出） 

◎完了実績報告書（分析調査事業）「様式第８号」

(1)分析調査結果報告書

(2)分析機関と締結した契約書の写し

(3)分析機関からの請求書の写し

◎完了実績報告書（除去等事業）「様式第９号」

(1)施工結果報告書

(2)施工者と締結した契約書の写し

(3)関係法令に基づく届出書等の写し

(4)施工者からの請求書の写し

(5)施工写真

◎補助金交付申請書（分析調査事業）「様式第１号」

(1)所有者等が確認できる書類（登記事項証明書等）

(2)補助金交付対象者の市税の納税証明書等

(3)確認済証等の写し(その他建築年月及び用途がわか

るもの)

(4)建築物の全景、対象部位等の写真

(5)位置図、配置図、各階平面図、立面図、断面図等

(対象部を明記したもの)

(6)分析調査に係る対象経費の見積書の写し及び調査

仕様書 

◎補助金交付申請書（除去等事業）「様式第２号」

(1)上記の(1)から(5)に揚げる書類

(2)分析調査結果報告書

(3)除去等工事に係る工事仕様書、工程表、及び対象

経費の見積書 

◎補助金交付請求書（分析調査・除去等事業）

「様式第１１号」 

(1)会計規則による請求書

(2)施工業者等に支払った領収書の写し

(3)補助金額確定通知書の写し

分析機関・施工者の選定 

補助金交付申請 

■補助金交付決定通知書受理

分析機関・施工者と契約

（分析調査・除去等工事の実施） 

■補助金確定通知書受理

補助金交付請求 

補助金受領 

分析機関・施工者への支払い 

(分析調査費・除去等工事費) 


